
 

 

東京北部局の郵便地域区分事務移管に伴う対応について 

 

 

 信越支社郵便事業本部郵便・物流オペレーション部は、本日（8 月 12 日）「東京北

部局の郵便地域区分事務移管に伴う対応」について地方本部に説明してきました。 

 

本件の概要については、東京北部郵便局の郵便地域区分事務移管されることに伴い、

その対応について区分・輸送方法を移行するというものです。 

 

１． 地域区分事務移管時期 

２０１５年８月２３日（日） 

 

２． 運送便ダイヤグラムの改正 

（１） 実施日 

 ２０１５年８月２３日（日） 

 

（２） 改正ダイヤ及び変更概要 

別添資料参照 

 

３． その他 

発着管理システムの変更、既定便における登録変更は支社が実施する。 

この運送ダイヤ変更についての要員措置及び服務表改正はありません。 

また、区分変更に伴う社員周知、区分スペースの確保については万全を期す 

ことを支社との間で確認しております。 
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